
　所得や行政サービスの受給状況などが
把握しやすくなるため、負担を不当に免
れたり、給付を不正に受けたりすること
を防止するほか、本当に困っている人に
きめ細かな支援を行えるようになります。

　添付書類の削減など、行政手続が簡素
化され、市民の皆さんの負担を軽減しま
す。行政機関が持つ自分の情報を確認し
たり、行政機関からきめ細かなサービス
の通知を受け取ることができるようにも
なります。

　行政機関や地方公共団体などで、さま
ざまな情報の照合、転記、入力などに要
している時間や労力が大幅に削減されま
す。複数の業務のあいだで連携が進み、
事務が正確でスムーズになります。

　12けたの番号（マイナンバー）を記載した通知カード
　を、住民票の住所へ世帯単位で郵送します。
　※簡易書留で届きますので、必ずお受け取りください。

　社会保障、税、災害対策分野の行政手続で利用が始ま
　り、手続きの際、申請書などにマイナンバーの記載が
　必要となります。

　通知カードを受領後、希望する人は同封された申請書に写真を添付し、必要事項を記入して返送す
　ることで、個人番号カードの交付を受けることができます。

内閣官房ホームページ　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
コールセンター（全国共通ナビダイヤル）　　　　　　　　　　　　　　　☎0570(20)0178
　　　　　　　（英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応）☎0570(20)0291
※９時30分～17時30分（土・日曜日、祝日を除く）です。

●今後のスケジュール
平成27年10月～12月
・「通知カード」の配布

平成28年１月～
・行政手続でのマイナンバー利用開始

・「個人番号カード」の交付開始

制度に関するホームページやコールセンターが開設されていますので、ご利用ください

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
社
会
保
障
や

税
制
度
の
効
率
性
や
透
明
性
を
高
め
て
、

市
民
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
利
便
性
の
高
い

公
平
・
公
正
な
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、

法
律
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　

平
成
27
年
10
〜
12
月
ご
ろ
に
１
人
ひ
と

り
に
12
け
た
の
番
号
と
な
る
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
（
個
人
番
号
）
が
通
知
さ
れ
、
28
年
１

月
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
が
開
始
さ

れ
ま
す
。

　

社
会
保
障
や
税
、
災
害
対
策
の
分
野
で
、

国
の
行
政
機
関
や
都
道
府
県
・
市
町
村
な

ど
複
数
の
機
関
に
あ
る
個
人
の
情
報
が
、

同
一
人
の
情
報
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

た
め
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
す
。
行
政
の

手
続
を
簡
素
化
し
た
り
、
本
当
に
行
政
サ

ー
ビ
ス
を
必
要
と
し
て
い
る
人
を
き
ち
ん

と
支
援
し
た
り
、
行
政
の
無
駄
を
な
く
し

た
り
す
る
こ
と
を
目
的
に
創
設
さ
れ
ま
し

た
。

　

公
平
か
つ
公
正
な
社
会
の
実
現
、
市
民

の
皆
さ
ん
の
利
便
性
の
向
上
、
行
政
事
務

の
効
率
化
を
図
る
た
め
の
仕
組
み
で
あ
り
、

期
待
さ
れ
る
効
果
と
し
て
は
、
大
き
く
３

つ
あ
り
ま
す
。

　

年
金
の
手
続
や
児
童
手
当
、
健
康
保
険

の
手
続
き
や
福
祉
分
野
の
給
付
、
確
定
申

告
な
ど
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
や
条
例
で

定
め
ら
れ
た
事
務
に
限
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
が
利
用
さ
れ
ま
す
。

【
例
】

・
児
童
手
当
の
現
況
届
を
提
出
す
る
と
き

　

に
記
載
す
る

・
健
康
保
険
の
資
格
取
得
手
続
き
で
マ
イ

　

ナ
ン
バ
ー
を
届
出
書
に
記
載
す
る

・
年
金
の
資
格
取
得
や
確
認
、
給
付

・
福
祉
分
野
の
給
付
、
生
活
保
護
な
ど

・
税
務
当
局
に
提
出
す
る
確
定
申
告
書
、

　

届
出
書
、
調
書
な
ど
の
記
載
な
ど

・
被
災
者
台
帳
の
作
成
事
務
な
ど

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
導
入
に
よ
り
、

各
種
申
請
時
に
必
要
な
所
得
証
明
書
な
ど

の
添
付
書
類
が
不
要
に
な
る
な
ど
行
政
手

続
き
が
簡
素
化
さ
れ
、
市
民
の
皆
さ
ん
の

負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

出
前
講
座
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
関
す
る

疑
問
を
市
職
員
が
お
答
え
し
ま
す

と
こ
ろ　

団
体
・
グ
ル
ー
プ
で
用
意
し
た

場
所
（
市
内
に
限
る
）

対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
で
10
人

以
上
で
構
成
さ
れ
た
団
体
・
グ
ル
ー
プ

申
込
み　

開
催
日
の
１
か
月
前
ま
で
に
文

化
会
館
内
生
涯
学
習
課
（
☎
（42）
３
５
１
１
）

○
特
別
な
事
情
で
住
民
票
の
住
所
以
外
の

　

所
に
住
ん
で
い
る
人

　
　

Ｄ
Ｖ
や
災
害
な
ど
の
特
別
な
事
情
で

　

住
民
票
の
住
所
以
外
の
と
こ
ろ
に
避
難

　

し
て
い
る
場
合
は
、
通
知
カ
ー
ド
の
送

　

付
先
を
変
更
で
き
ま
す
。
９
月
末
日
ま

　

で
に
、
市
民
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
長
期
出
張
や
下
宿
中
な
ど
の
理

　

由
で
送
付
先
の
変
更
は
で
き
ま
せ
ん
。

○
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
・

　

電
子
証
明
書
を
利
用
し
て
い
る
人

　
　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
開
始
に
伴
い
、

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
は
、
カ
ー
ド
の

　

表
面
に
記
載
し
て
あ
る
有
効
期
限
ま
で

　

の
利
用
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
住
民
基

　

本
台
帳
カ
ー
ド
の
発
行
は
12
月
28
日
㈪

　

を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。

　
　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に
電
子
証
明

　

書
を
登
録
し
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
な
ど
を
利

　

用
し
て
い
る
人
は
、
電
子
証
明
書
の
有

　

効
期
限
（
発
行
よ
り
３
年
間
）
ま
で
の

　

利
用
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
電
子
証
明

　

書
の
更
新
期
限
は
12
月
22
日
㈫
ま
で
と

　

な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

市
民
課
市
民
係

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
と
は

　
　
　
　

ど
ん
な
制
度
で
す
か
？

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は

　
　
　

ど
ん
な
こ
と
に
使
う
の
？

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
手
続

ど
ん
な
効
果
が
あ
る
の
？

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
）が
始
ま
り
ま
す

【
社
会
保
障
分
野
】

【
税
分
野
】

【
災
害
対
策
分
野
】

△個人番号カード（案）

△通知カード（案）

ご
注
意
く
だ
さ
い

（表） （裏）

通知カード
個人番号　○○○○　○○○○　○○○○

氏名　番号　花子

住所　愛知県碧南市松本町28番地

平成　５年３月31日生　　性別　女

発行　平成○○年○月○日

問
合
せ　

経
営
企
画
課
政
策
推
進
係

マイナンバー制度の
導入で期待される

３つの効果

①公平・公正な
社会の実現

きめ細かな支援の実施

②利便性の向上
行政手続の簡素化

③行政の効率化
事務がスムーズに
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